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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インピーダンスの不連続を調整するためのインピーダンス較正装置において、
　各々が互いに第１の所定係数に基づいて実質的に比例するインピーダンス特性を有する
送信機装置および受信機装置と、
　各々が互いに第２の所定係数に基づいて実質的に比例するインピーダンス特性を有する
複数のインターフェイス送信媒体と、
　前記送信機装置の出力インピーダンス特性を前記複数のインターフェイス送信媒体にお
ける１つのインターフェイス送信媒体のインピーダンス特性に適合させ、かつ前記受信機
装置の入力インピーダンス特性を前記複数のインターフェイス送信媒体における対応する
インターフェイス送信媒体に適合させるために比例したインピーダンス適合を異なるイン
ピーダンス適合装置に適用する、インピーダンス適合装置と、
　から構成されることを特徴とするインピーダンス較正装置。
【請求項２】
　前記送信機装置は、全二重通信の送信機装置であり、および前記受信機装置は、全二重
通信の受信機装置であることを特徴とする請求項１記載のインピーダンス較正装置。
【請求項３】
　前記送信機装置および受信機装置は、予め定めた許容差内で実質的に適合したインピー
ダンス特性を有し、前記複数のインターフェイス送信媒体は第２の予め定めた許容差内で
実質的に適合したインピーダンス特性を有し、前記インピーダンス適合装置は前記インピ
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ーダンス適合を均等な設定にするために構成されることを特徴とする請求項１記載のイン
ピーダンス較正装置。
【請求項４】
　前記送信機装置および受信機装置および前記複数のインターフェイス送信媒体は、少な
くとも全二重通信システムである全多重通信システムの一部であることを特徴とする請求
項１記載のインピーダンス較正装置。
【請求項５】
　各々が互いに前記第１の所定係数に基づいて実質的に比例するインピーダンス特性を有
する前記送信機装置および受信機装置は、同一の製造条件の下で同一ダイ上に形成されあ
るいは同一のダイ内に製造される送信機装置および受信機装置からなることを特徴とする
請求項１記載のインピーダンス較正装置。
【請求項６】
　各々が互いに前記第２の所定係数に基づいて実質的に比例するインピーダンス特性を有
する前記複数のインターフェイス送信媒体は、同じ製造からの結果物で、かつ互いに対し
て実質的にインピーダンス適合された後に物理的に結束された結果物であることを特徴と
する請求項１記載のインピーダンス較正装置。
【請求項７】
　各々が互いに第１の所定係数に基づいて実質的に比例するインピーダンス特性を有する
送信機装置および受信機装置と、
　各々が互いに第２の所定係数に基づいて実質的に比例するインピーダンス特性を有する
複数のインターフェイス送信媒体と、
　前記送信機装置の出力インピーダンス特性を前記複数のインターフェイス送信媒体にお
ける１つのインターフェイス送信媒体のインピーダンス特性に適合させ、かつ前記受信機
装置の入力インピーダンス特性を前記複数のインターフェイス送信媒体における対応する
インターフェイス送信媒体に適合させるために比例したインピーダンス適合を異なるイン
ピーダンス適合装置に適用する、インピーダンス適合装置と、
　から構成される、インピーダンスの不連続を調整するためのインピーダンス較正装置を
、
　含むシステム。
【請求項８】
　前記送信機装置は、全二重通信の送信機装置であり、および前記受信機装置は、全二重
通信の受信機装置であることを特徴とする請求項７記載の装置。
【請求項９】
　前記送信機装置および受信機装置は、予め定めた許容差内で実質的に適合したインピー
ダンス特性を有し、前記複数のインターフェイス送信媒体は第２の予め定めた許容差内で
実質的に適合したインピーダンス特性を有し、前記インピーダンス適合装置は前記インピ
ーダンス適合を均等な設定にするために構成されることを特徴とする請求項７記載の装置
。
【請求項１０】
　前記送信機装置および受信機装置および前記複数のインターフェイス送信媒体は、少な
くとも全二重通信システムである全多重通信システムの一部であることを特徴とする請求
項７記載の装置。
【請求項１１】
　各々が互いに前記第１の所定係数に基づいて実質的に比例するインピーダンス特性を有
する前記送信機装置および受信機装置は、同一の製造条件の下で同一ダイ上に形成されあ
るいは同一のダイ内に製造される送信機装置および受信機装置からなることを特徴とする
請求項７記載の装置。
【請求項１２】
　各々が互い前記第２の所定係数に基づいてに実質的に比例するインピーダンス特性を有
する前記複数のインターフェイス送信媒体は、同じ製造からの結果物で、かつ互いに対し
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て実質的にインピーダンス適合された後に物理的に結束された結果物であることを特徴と
する請求項７記載の装置。
【請求項１３】
　インピーダンスの不連続を調整するためのインピーダンス較正方法において、
　各々が互いに第１の所定係数に基づいて実質的に比例するインピーダンス特性を有する
送信機装置および受信機装置を提供する段階と、
　各々が互いに第２の所定係数に基づいて実質的に比例するインピーダンス特性を有する
複数のインターフェイス送信媒体を提供する段階と、
　前記送信機装置の出力インピーダンス特性を前記複数のインターフェイス送信媒体にお
ける１つのインターフェイス送信媒体のインピーダンス特性に適合させ、かつ前記受信機
装置の入力インピーダンス特性を前記複数のインターフェイス送信媒体における対応する
インターフェイス送信媒体に適合させるために比例したインピーダンス適合を異なるイン
ピーダンス適合装置に適用する、インピーダンス適合装置を提供する段階と、
　から構成されることを特徴とするインピーダンス較正方法。
【請求項１４】
　前記送信機装置は、全二重通信の送信機装置であり、および前記受信機装置は、全二重
通信の受信機装置であることを特徴とする請求項１３記載の方法。
【請求項１５】
　前記送信機装置および受信機装置は、予め定めた許容差内で実質的に適合したインピー
ダンス特性を有し、前記複数のインターフェイス送信媒体は第２の予め定めた許容差内で
実質的に適合したインピーダンス特性を有し、前記インピーダンス適合装置は前記インピ
ーダンス適合を均等な設定にするために構成されることを特徴とする請求項１３記載の方
法。
【請求項１６】
　前記送信機装置および受信機装置および前記複数のインターフェイス送信媒体は、少な
くとも全二重通信システムである全多重通信システムの一部であることを特徴とする請求
項１３記載の方法。
【請求項１７】
　各々が互いに前記第１の所定係数に基づいて実質的に比例するインピーダンス特性を有
する前記送信機装置および受信機装置は、同一の製造条件の下で同一ダイ上に形成されあ
るいは同一のダイ内に製造される送信機装置および受信機装置からなることを特徴とする
請求項１３記載の方法。
【請求項１８】
　各々が互いに前記第２の所定係数に基づいて実質的に比例するインピーダンス特性を有
する前記複数のインターフェイス送信媒体は、同じ製造からの結果物で、かつ互いに対し
て実質的にインピーダンス適合された後に物理的に結束された結果物であることを特徴と
する請求項１３記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、全二重通信システムにおける受信機インピーダンスの較正装置に関する。
【０００２】
【発明の背景】
本発明の背景および実施例は、ケーブルまたはワイヤ環境に関する例を用いて述べられる
が、本発明の実施はそれらに制限されるものではない。すなわち、本発明は、他のタイプ
の環境(例えば、プリント回路（ＰＣ）基盤、ダイ上)でも実施可能である。
【０００３】
ワイヤ上で高速通信を行うためには、送信機と受信機の双方が、それらを接続するケーブ
ルと適合したインピーダンスであることが重要である。そのような適合が行われない場合
には、いくらかの信号は反射して送信機に戻され、時間的に後の時点で再び受信機に送ら
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れたときに、送られた信号にエラーを発生させるであろう。半導体回路構成やケーブルの
内部接続構成の双方の製造の変化により、較正が、廉価で高機能通信にとっての必要事項
となった。送信機にとって必要な較正を提供するために、多くの技術を利用することがで
きる。それらは、ワイヤを通ってある種類の信号を送り、かつ、反射して戻されるものを
調査することに依存する。これは、送信機では素晴らしく機能するが、受信機上では実行
が困難である。受信機上でかかる機能を実行するために、送信機が受信機入力に追加され
る場合がある。これは、受信機にコストや複雑さやキャパシタンスを加えるものであり、
それらすべてが望ましいものではない。
【０００４】
必要なのは、受信機インピーダンスの較正を達成するための、廉価で単純で、かつ、より
低いインピーダンスの装置である。
【０００５】
【好適な実施例の詳細な説明】
前記および本発明のよりよい理解は、本発明の開示部分を形成している以下の実施例の詳
細な説明および特許請求の範囲を、それらと関連する添付図面と共に読むことによって明
白になるであろう。前述および後述、または図示された開示情報は発明の実施例を開示す
ることを目的とするが、これらは単に図解や例示のためのものであり、本発明はそれらに
よって制限されないことが明白に理解されるべきである。本発明の精神および範囲は、特
許請求の範囲に記載された事項によってのみ制限される。
【０００６】
本発明の詳細な説明を始める前に、以下の記述について一言述べておく。適切な場合には
、同じ参照数字や文字が、異なる図面において同一の、あるいは対応または類似する要素
を示すために使用される場合がある。既知であるＩＣへの電力/接地接続および他の要素
は、図解や説明を単純化し、発明を不明瞭にしないために図中に示されない場合がある。
さらに、装置は、発明を不明瞭にしないためにブロック図または概略図で示される場合が
あり、そしてさらに事実を考慮して、実施に関する詳細は、本発明が実施されるプラット
フォームに大いに依存する。すなわち、詳細は当業者間において適切なものでなければな
らない。特定項目(例えば回路、フローチャート)が発明の実施例を説明するために示され
る場合につき、これら特定項目がなくても本発明が実行できることは当業者にとって明白
であるに違いない。最後に、本発明の実施例を実施するために、ハードワイヤ回路とソフ
トウエアの異なるコンビネーションを使用することができることは明白である。すなわち
、本発明は、ハードウエアとソフトウエアのいかなる特定の組合せにも制限されない。
【０００７】
前述したように、電気的な信号送信の世界において、伝送信号が送信パスに沿って不連続
(例えばインピーダンスの変化)を経験する場合、かかる信号は信号反射のような望ましく
ない効果を経験する場合があることが知られている。２つのワイヤで内部接続された集積
回路（ＩＣ）間の全二重通信の世界が、かかる問題と実施例を説明するために用いられる
が、本発明の実施はこれと同一のものに制限されない。より詳述すると、背景説明のため
の図１に関し、ＩＣＨと称したホスト集積回路（ＩＣ）、ＩＣＰと称した周辺ＩＣ、およ
び、入力／出力端子に接続され、その間に全二重信号送信パスを提供する全二重伝送媒体
ＭＨ－Ｐ、ＭＰ－Ｈ (例えば同軸ケーブル)が示される。ホストは、周辺への２本の差動
信号線を介して受信機と通信する。１対はホストから周辺装置への送信専用である。また
、他の１対は周辺からホストへの受信専用である。送信媒体ＭＨ－Ｐ、ＭＰ－Ｈは、予め
定めた特性インピーダンス、例えば５０オーム(□)、を有することを目標として製造され
るが、実際上正確なインピーダンスの提供は法外に/競争不可能なほど高価である。従っ
て、インピーダンスにおける予め定められた変化は、手頃な価格で商品を取引できる範囲
内で許容される。
【０００８】
ＩＣＨの内の送信機が、入力／出力（Ｉ／Ｏ）端子から送信媒体ＭＨ－Ｐ上へ信号ＳＩＧ
を出力する場合には、かかる信号ＳＩＧは送信線ＭＨ－Ｐに沿って伝送するであろうし、
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また、ＩＣＨのＩ／Ｏ端子が、送信媒体ＭＨ－Ｐの特性インピーダンスと適合したインピ
ーダンスでなければ、かかる伝送信号はインピーダンスの不連続に遭遇し、信号反射ＲＥ
ＦＬのような望ましくない効果を生じさせるであろう。かかる反射ＲＥＦＬは、信号ＳＩ
Ｇの信号強度を弱め、そして／または、ノイズを生じるので望ましくない。信号ＳＩＧは
また、ＩＣＰが送信線インピーダンスと適合しないときにＩＣＰから反射して戻される場
合があり、再び信号強度を弱め、および／またはノイズを生じる。反射率測定は、信号の
反射を監視するために用いられ、インピーダンスを調整する。
【０００９】
本質的なインピーダンスの不適合を回避するための１つの方法として、外部レジスタＲＥ

ＸＴ (図１)のようなインピーダンスが、Ｉ／Ｏ端子のインピーダンスを送信線のインピ
ーダンスに適合させるために、それぞれのＩ／Ｏ端子で提供される場合がある。インピー
ダンスは、明瞭化と簡潔化のためにホスト側でのみ図示される。かかるインピーダンスの
適合により、線端における伝送信号には、不連続がほとんど無くなるとともに反射が最小
限となる。このアプローチの問題点は、典型的には、それぞれ精密なインピーダンス(例
えばレジスタ)がそれぞれのＩ／Ｏ端子で必要とされ、かかる精密なインピーダンスは、
コストにおいて比較的高いことである。さらに、精密なインピーダンスがそれぞれのＩ／
Ｏ端子に接続されなければならないので、製造原価や時間や複雑さが増す。その上、外部
インピーダンスがプリント回路板（ＰＣＢ）上の貴重なスペース(リアル・エステートと
して知られている)を占めるので、ますます稠密で圧縮された機器(例えばコンピュータ、
サーバなど)を提供するというコンピュータ産業の現在の傾向とって好ましいものではな
い。
【００１０】
ＩＣ内で精密なレジスタを内部(つまりダイ上)に提供できることは好ましいことではある
が、ＩＣ製造工程が何から何まで実質的に変わり、そしてこのような製造における変化の
結果、ＩＣコンポーネントもこれに呼応して、かかる精密なレジスタを提供/保証するた
めに非常に困難かつ/または高コストのものになる。例えばＣＭＯＳ工程が、結果的に目
標とする特性の－５０％から＋１５０％まで変化する特性を有する装置となる場合がある
。さらに、そのような精密なレジスタがオンダイを提供できたとしても、かかるアプロー
チは、精密なレジスタの使用がＩＣインストール時における可変送信媒体インピーダンス
の調整を考慮に入れず、かつ、連続工程、電圧および温度補償を考慮に入れない静的な技
術であるという点において、依然として好ましくない。すなわち、例えば電圧や温度環境
がＩＣ内および／または信号送信パス上で機器の動作中に時間とともに変化するため、い
かなる適合した装置も、時間につれた変化に連続的に「適応できる」能力を持たなければ
ならない。
【００１１】
産業界の傾向は、インピーダンス適合装置「オンダイ」を提供することである。より詳し
くは、図２につき、ホスト、周辺および送信媒体ＭＨ－Ｐ、ＭＰ－Ｈが、詳細に示された
ホストおよび周辺の内部部分とともに図示される。さらに詳述すると、ホスト送信機ＴＨ

、ホスト受信機/送信機ＲＴＨ、周辺送信機ＴＰおよび周辺受信機/送信機ＲＴＰが図示さ
れる。典型的な入力および出力は、様々な送信機および受信機と関連して示されるが、か
かる入力および出力に関する詳細は当業者間では周知であり、したがって、簡潔化のため
に詳細については論じない。ホスト送信機ＴＨに関連して、ホスト送信機較正インピーダ
ンスＺＴＨが示され、また、ホスト受信機/送信機較正インピーダンスＺＲＴＨが、ホス
ト受信機/送信機ＲＴＨに関連して示される。同様に、較正インピーダンスＺＴＰおよび
ＺＲＴＰが周辺内に図示される。より詳しくは、限定的でない１つの例として、図２(お
よび図４)の装置につき、ホストがマザーボードに代わり、周辺がハード・ドライブに代
わり、送信媒体(例えばケーブル)がシリアルＡＴＡプロトコルに従ってマザーボードとハ
ード・ドライブとの間のデータ/命令のシリアル送信を許容するといった構成であっても
よい。
【００１２】
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図３は、好ましくない図２の実施例、すなわち全二重通信システムにおいてホストおよび
周辺装置をインターフェイス・インピーダンスに較正するための実施例に関する動作例を
示すフローチャートの例である。多くの反射率測定方法が当業者間で知られており、また
、トランジスタおよび受信機の較正インピーダンスを較正する多くの方法も同様に当業者
間で知られているため、そのような方法の詳細については簡潔化のために論じないが、か
かる方法の全てが、本発明の実施と同様に図２の装置に適用し得る。
【００１３】
ここで図３の詳細な説明に移るが、図３にはフローチャート３００が例示される。「スタ
ート」の後、ブロック３０２では、ホスト送信機インピーダンスＺＴＨをインターフェイ
ス・インピーダンス(つまり本例においては送信媒体ＭＨ－Ｐのインピーダンス)へ調整ま
たは較正することが行われる。ブロック３０４では、周辺受信機インピーダンスＺＲＴＰ

をインターフェイス・インピーダンス(再び送信媒体ＭＨ－Ｐのインピーダンス)へ調整ま
たは較正することが行われる。同様に、ブロック３０６および３０８では、周辺送信機イ
ンピーダンスＺＴＰおよびホスト受信機インピーダンスＺＲＴＨをインターフェイス・イ
ンピーダンス(つまり送信媒体ＭＰ－Ｈのインピーダンス)へ調整または較正する。
【００１４】
図２の実施例は、多くの点において好ましくない。最も重要なことは、ホストおよび周辺
のそれぞれにおける受信機と関連する外部送信機のために、コストや複雑さや受信機への
追加のインピーダンス(例えばキャパシタンス)が加わることであり、それらのすべてが好
ましいものではない。さらに詳しくは、かかる外部送信機は、結合された受信機を調整／
較正する唯一の目的のために提供される。すなわち、かかる送信機は、インターフェイス
・インピーダンスから信号を発信し反射するために使用され、受信機のインピーダンスを
較正する。インピーダンス較正の後、受信機と関連する送信機は無効になる。従って、わ
ずかな量の使用法があるだけで、したがって、受信機に関連する送信機は、オンダイ・リ
アルエステートの非能率的な使用を意味し、不必要なコストや複雑さが加わる。さらに、
かかる送信機は、不都合にも調整／較正に影響する可能性のあるものと関連するインピー
ダンスを有しており、かかる無効の構成が周波数が変化するとともに回路上で変化する効
果を有する。
【００１５】
図４は、全二重通信システムにおけるホストおよび周辺装置をインターフェイス・インピ
ーダンスに較正するために好ましい装置を有する実施例のブロック/概要図の例である。
さらに、簡潔さのために、図２の好ましくない実施例との差だけが議論されるだろう。第
１の違いとして、送信媒体ＭＢは、結束された送信媒体として提供されるが、全二重通信
用のその２つの伝送線は同じか、あるいは近接した条件の下で製造されることを意味し、
その結果、送信媒体の双方(例えば、線路)が互いに予め定めた許容差内に近接して適合す
るインピーダンス(また恐らく他の特性)を有する。このような適合インピーダンスを有す
る利点は次の議論において明白になるであろう。第２の重要な変更として、図４の好まし
い実施例は、一貫した大量生産によりインピーダンス較正を単純化する。さらに、ロット
間においては送信機、受信機あるいはケーブルの特性インピーダンスは著しく変わる場合
があるが、これとは対照的に、ロット内では、これらのインピーダンスは非常によく均衡
する。例えば、半導体中で、装置がある特性インピーダンスを有すると判定する場合、同
じダイ上の同一の装置は同じ特性インピーダンスを有すると仮定することができる。同様
に、連続するＡＴＡケーブル中の各一対の信号線が同時に製造される場合、それらが同様
の特性インピーダンスを有する公算は高い。この知識を基礎に、設計者は、送信機を送信
媒体(つまりケーブル)のインターフェイス・インピーダンスへ較正することができ、較正
された装置から特性インピーダンスのコピーあるいは同じ設定または値を用いて、受信機
の負荷を較正することができる。
【００１６】
より明確に言うと、図５は、好ましい図４の実施例に関して、つまり全二重通信システム
でのホストおよび周辺装置をインターフェイス・インピーダンス較正するための動作例を
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示すフローチャートの例を示す。より具体的には、フローチャート５００において、スタ
ート後のブロック５０２で、ホスト送信機のインピーダンスＺＴＨをインターフェイス・
インピーダンス(つまりこの場合結束された送信媒体ＭＢの特性インピーダンス)へ調整ま
たは較正が行われる。例えば、送信機の特性インピーダンスに選択可能な較正を与える１
つの解決法は、多くの３極モードのデバイスのアレイを使用することである。較正中(例
えば、システムの初期化中)に、反射法および反復ループが、それらの装置のいくつが送
信機の差動信号対を理想的なインピーダンス適合に達成できるか決めるために使用される
。このようなものは周知の技術で、この開示は焦点ではない。
【００１７】
送信機のインピーダンスが較正され設定されると、そのような較正/適合に対応する設定
または値は、例えばレジスタＲＥＧＴＨ(図４)内に格納することができる。３極デバイス
の同一の別アレイが受信機のために負荷(つまり較正インピーダンス)として使用される。
送信機の最適の適合をインターフェイス・インピーダンスへ達成するのに必要な設定(例
えば装置の数)または値も、その受信機に適用され(図５ ブロック５０４)、その結果、受
信機は送信機と同じインピーダンスを有することになる。送信機と受信機が共に同時にダ
イ上に製造され、それらの特性は類似し、また結束された送信媒体ＭＢは互いに適合する
ので、受信機もまた、そのインピーダンスＺＲＨをインターフェイス・インピーダンスに
適合させることになる。すなわち、レジスタＲＥＧＴＨ内に格納されたような送信機の較
正インピーダンスに対応する値は、図４中における点線の矢印のラインによって示される
ように、同様の受信機のレジスタＲＥＧＲＨへ転送することができる。その結果、コピー
された値はレジスタのインピーダンス較正に影響を与えるために適用される。
【００１８】
同様の議論は、図４の実施例における周辺の側に関して行うことができる。特に、ブロッ
ク５０６で、周辺の送信機インピーダンスは、ＭＢであるインターフェイス・インピーダ
ンスに調整／較正され、その後、較正された周辺の送信機インピーダンスの値はさらに、
図４(周辺のブロック)の中で点線の矢印で指定されたラインによって示されるように、例
えばレジスタＲＥＧＴＰおよびＲＥＧＲＰの使用を通じて、周辺の受信機インピーダンス
を設定するために適用される(ブロック５０８)。図５のフロー５００の例は、まずホスト
の送信機その後その受信機を較正し、それから周辺の送信機そして次にその受信機の較正
することを示すが、本発明の実施はこれに制限されず、周辺を最初に較正することもでき
る。
【００１９】
前述したように、本発明の装置は単純であるが、しかし、それは、廉価で大量生産および
高機能のシリアル通信装置の開発を可能にするのを支援するという点で威力を発揮する。
特に、このような装置は、受信機にコストや負荷を付け加えることはなく、受信機に関連
した較正目的のための付随的な送信機の消去によってコストや負荷をおそらく実際には削
減する。特に、図４の装置はホスト側にただ１つの送信機および１つの受信機を、そして
周辺の側にただ１つの送信機および１つの受信機を有する。
【００２０】
付加的な利点として、ホストまたは周辺のいずれかにおける送信機および受信機のインピ
ーダンス較正は、送信機および受信機双方に対する分離したインピーダンス較正を達成し
なければならないことに反して、送信機のインピーダンス調整／較正のみが行われ、その
後単に受信機へ適用されなければならないとする図２の好ましくない装置に対して、時間
を節約する。このようなインピーダンス較正は、複数のいずれかの回数で実行される。例
えば、インピーダンス較正は、システムの初期化時に実行されることができ、タイマーの
満了に基づいて周期的に行うこともでき、送信媒体（つまり、ケーブル）の変更の時にな
されてもよく、温度センサによって検出された所定の温度の発生に応答してなされること
ができ、システムまたは利用者の要求によってなされることができ、動作電圧または平均
送信周波数の変化の検出に応答して行われることができる。
【００２１】
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送信機の較正インピーダンスおよび受信機の較正インピーダンスを結束された送信媒体に
等しく適合させる正確性を最大にするために、多くの追加の仕様が所望されてもよい。さ
らに詳しくは、ホスト（または周辺）における送信機および受信機は、可能な限り位置的
に相互に近接して配置されるべきである。即ち、わずかの量の処理変動でさえ同じダイの
異なった領域で起こるかもしれず、送信機および受信機を位置的に近接して相互に形成す
ることは、送信機および受信機の特性が互いに正確に一致する可能性を最大にする。さら
に、このような送信機および受信機は、同じダイ上に提供されることに加えて、同じ環境
に晒されるように配置されるべきである。例えば、同じ温度影響に関して、このような送
信機および受信機は、シートシンクのようなどのような熱源に対しても等しく接近させる
べきであり、冷却用空気流も同じレベルに設定されるべきである。
【００２２】
上記したワイヤの内部接続環境に加えて、本発明の実施はケーブルに限定されるものでは
ない。例えば、図４を参照して、ホストおよび周辺の双方がプリント配線基板上に搭載さ
れた半導体ＩＣとして提供されてもよく、送信媒体ＭＢは回路基板の配線であってもよい
。回路基板の配線は、同じ条件下で同時に製造されることが多いので、このような配線は
対応した特性（つまりインピーダンス）を有することになる。別の例として、図４のホス
トおよび周辺は同じダイの異なったＩＣ領域として提供されてもよく、送信媒体ＭＢはド
ープされた半導体接続線または堆積した金属ワイヤ線（つまりアルミニウムまたは銅）に
よって提供されてもよい。さらに、共通の製造により、実質的に共通の特性がもたらせら
れるであろう。従って、本発明の実施は、ボックスからボックスへ、チップ対チップ、ボ
ックス内、ダイ上などで実現されることが理解されるであろう。
【００２３】
最後に、明細書における「一実施例」、「実施例」、「実施例の例示」などに対する言及
は、実施例と関連して記述される特定の特徴、構造、特性が本発明の少なくとも１つの実
施例に含まれることを意味する。本明細書中の様々な場所に現われるこのような表現は、
同じ実施例に全てが参照される必要は必ずしもない。さらに、特定の特徴、構造、特性が
いずれかの実施例と関連して記述される場合、他の実施例と関連してこのような特徴、構
造、特性に影響を与えることは当業者の見解の範囲内にあることは当然である。
【００２４】
これで実施例の例示に対する記述を終了する。本発明は多くの図示した実施例に関連して
記述されたが、多くの他の修正や実施例が当業者によって成され、それらは本発明の原理
にある精神および範囲に包含されるものである。さらに、合理的な変更や修正が、本発明
の精神から逸脱しないで、前述した開示、図面およに添付の請求項の範囲内にある装置の
コンポーネント部および／または装置で可能である。コンポーネント部および／または装
置における修正や変更に加えて、別の利用者はまた当業者には明らかであろう。
【００２５】
さらに、前述したように、本発明の実施は、上述した例示のケーブルまたはワイヤ環境に
限定されるものではない、つまり本発明は、必要であればどこでも、受信機のインピーダ
ンス較正を提供するボックスの環境内にあってもよい。また、本発明の実施は二重通信に
限定されるものではないが、これに代わって三重、多重通信に適用されることができ、ホ
ストを周辺の間に内部接続されたより多く（つまり１００）の通信経路がある装置であっ
てもよい。さらに、本発明の実施は、送信機および受信機インピーダンスを送信経路のイ
ンピーダンスに適合することに限定されるものではない、つまり本発明の実施はどのよう
なタイプのインピーダンスをどのようなタイプの外部インピーダンスに適合させるために
用いられてもよい。
【００２６】
他の実施例の変形として、上記例示は、装置（つまり送信機および受信機）および／また
は送信媒体が実質的に適合した特性（つまりインピーダンス）を有する状況を記述し、か
つ等しい設定または値が他の装置へ移転されるが、本発明の実施はこれに限定されるもの
ではない。例えば、ホストの受信機は、ホストの送信機の特性に（等しくないか１より他
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の）比例した特性、例えば、ホストの送信機におけるインピーダンスの２倍を有するよう
に構成されても／知られていてもよい。このような状況で、既知の比例性が適切な設定ま
たは値を適切な適合のために受信機へ移転しまたは補間するために考慮されてもよい。
【図面の簡単な説明】
【図１】好ましくないインピーダンス・ミスマッチ・システムの説明/理解に役立つシス
テムの一例の部分的なブロック図である。
【図２】全二重通信システムにおいて、インターフェイス・インピーダンスにホストおよ
び周辺機器を較正するために好ましくない装置を有する実施例のブロック/概略図である
。
【図３】全二重通信システムにおいて、インターフェイス・インピーダンスにホストおよ
び周辺機器を較正するために好ましくない図２の実施例に関する動作例を示す流れ図であ
る。
【図４】全二重通信システムにおいて、インターフェイス・インピーダンスにホストおよ
び周辺機器を較正するために好ましい装置を有する実施例のブロック/概略図である。
【図５】全二重通信システムにおいて、インターフェィス・インピーダンスにホストおよ
び周辺機器を較正するために好ましい図４の実施例に関する動作例を示す流れ図である。

【図１】 【図２】
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